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◆札幌市との意見交換会を開催

２０２０年１１月 ６ 日、札幌市と札幌市公契約条例
の制定を求める会（以下、当会）との間で意見
交換会１が開催された。札幌市からは、財政局
管財部長、契約管理課長、調整係長、工事契約
担当課長、調査担当係長の ５名が、当会からは、
代表の伊藤誠一（弁護士）、木村俊二（札幌地
区労連）、山口裕一（札幌地区連合）そして筆
者の ４名が、参加した。

札幌市との意見交換会にのぞむ（2020年11月 ６ 日）。

札幌市と当会による意見交換会は、過去にも
開催されているが、今年は、新型コロナウイル
スの影響もあり、時間も参加人数も限定して開
催された。
但し、開催に先立って質問・回答のやりとり
を行った。また意見交換会で提供された情報に
従い資料を調べ、追加で質問をした。以上の、
①事前の質問・回答、②意見交換会での札幌市
からの回答、③意見交換会後の資料調査・追加
質問への回答を再構成し、レポートを取りまと

めた。その一部を紹介する。

◆当会の主たる問題意識

意見交換会にのぞんだ我々の主たる問題意識
は、（ １）いわゆる新・担い手 ３法（第二次改定、
２０１９年）などに象徴される、国の政策が進む中
での札幌市の公契約管理について、（ ２）２０２０
年度から札幌市で開始される工事請負契約に係
る労働者賃金実態調査（前号紹介）の詳細につ
いて、（ ３）札幌市における総合評価落札方式
の今日的到達点とこれからについて、の ３つに
整理される。
結論から言えば、公契約条例の制定を求めて
いる当会も、総合評価落札方式などは評価して
おり、札幌市から有益な情報提供を受けられた。
一方で、その実態把握などは課題として残され
た。

◆「建設産業活性化プラン」、賃金実態調査
に関する市からの回答

さて、市から（ １）には、新・担い手 ３法改
正の背景となる、建設業の働き方改革の促進、
建設現場の生産性の向上、持続可能な事業環境
の確保といった諸課題について、行政と建設産
業が一体となって取り組むべく、「さっぽろ建
設産業活性化プラン」（以下、「プラン」）２を本
年 ５月に策定したところであることが示された。
大部となる「プラン」にまとめられた施策の読
み込みが必要であるが、ここでは省略する。
前号でも紹介した（ ２）については、札幌市
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の従来の調査（「元請・下請調査」）では、賃金
額までは把握されていなかった。今年度からの
調査は、この点を克服するものであって、政策
を立案する上でも重要なデータになると期待し
ている。
その上で、今回の調査は、公共事業労務費調
査に準じた定義づけであることや、「公共工事
設計労務単価よりも著しく低い金額が記入され
ているもの等について」は、電話による照会が
調査の「留意点」として書かれている３ことから、
公共工事設計労務単価を意識した分析や調査結
果の活用が想定されているのかを意見交換会で
は当会から尋ねたが、今年度から開始される調
査のため、まずは調査の精度の向上が第一であ
り、結果をどう活用していくかなど、詳細はま
だ定まっていないことが市から回答された。

◆行政指導文書の活用と他の自治体との差

「プラン」では、「市が締結する全ての工事
契約において、札幌市建設工事施工体系適正化
指導要綱の要約版である「工事施工にあたって
のお願い」を配布するなど、下請契約に関する
注意事項についての啓発を強化します。」との
記述があった４。函館市や帯広市の取り組み、
すなわち、行政指導文書を通じた公共工事設計
労務単価の遵守の要請という両市の取り組みが
想起され、この文書（「お願い」）の提供を求め
たが、同様の要請事項はそこには記載されてい
なかった。
この点について当会から尋ねたところ、同単
価は予定価格の積算の際に使うものであって、
その遵守を求めるのは適さないと考えているこ
と。また、工事で実際に働いている労働者は経
験年数なども異なり、賃金は一律に決められる
ものでもないとも考えていること、などの説明
が市から行われた。

◆総合評価落札方式の実績等

さて、札幌市における総合評価落札方式の実
績等をみていこう。表 １は、工事の競争入札と
随意契約の発注状況の推移である。
年度によって多少ばらつきがあるが、総合評
価落札方式は拡大傾向にあること、その背景に
は、政策入札を通じた履行品質の確保の他、く
じ引きによる落札が多発していることへの対応
があるという説明が市から行われた。総合評価
方式が合計に占める割合を表の最下段に示した
が、件数でも契約金額でも増大している。
但し、市の説明によれば、総合評価落札方式
は、履行品質を確保する上で効果的な入札方式
ではあるものの、一部の技術力の高い企業に受
注が偏ってしまい、他の地元中小企業の受注機
会を狭めてしまうおそれもあることから、価格
のみの競争入札との発注バランスに配慮する必
要があると考えている、とのことであった。ま
た、総合評価落札方式に参加されたことのない
事業者も少なくないこと、ハードルが高いと思
われている事業者もいるのではないか。より周
知していくことも課題である――以上のことが
市から説明された。

◆「人材育成型」の導入・実績と、札幌市の
評価

札幌市の総合評価落札方式では「人材育成型
（「各工種の工事のうち、人材育成等の取組と
入札価格を一体として評価する工事」）」という
型式が２０１５年度から設けられている。このこと
は、建設業界の人材育成に力を入れている札幌
市の姿勢のあらわれである、という見解が示さ
れた。
また後日に提供いただいた資料によれば（表
２）、「人材育成型」は、契約金額でみると、
２０１７年度に減少しているのを除き、増加してい
る。２０１９年度には１０件、１１億８５百万円（ １件あ
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を配置予定として加点された企業が落札してい
る。そのため、人材育成型では、企業の若手技
術者の確保・育成に係る動機付けを図ることが
できていると考えている。
但し、上記の平均入札参加者は２．８者であり、
今後は、より多くの企業が参加されるよう、総
合評価落札方式の制度について周知・理解を進
めていく必要があると考えている。
以上が市からの回答である。

◆労働条件確保に関わる施策

ところで、この「人材育成型」について市と

たり １億１８百万円）である。但し全体（「工事計」）
の契約金額も増加しているので、全体に占める

「人材育成型」の契約金額の割合は、この ２年
は ７％台である。

「人材育成型」の趣旨・ねらい、成果・実績、
課題などを追加で市に尋ねたところ、下記の回
答を得た。
すなわち、「人材育成型」については、将来

にわたる担い手の育成・確保の観点から、若年
者の雇用及び人材育成の促進に重点をおいた評
価項目となっており、その実績について、２０２０
年 ４ 月以降 ８月末現在、発注した人材育成型 ５
件の工事全てにおいて、３５歳未満の若手技術者

表 1　札幌市発注工事の競争入札と随意契約の発注状況の推移（市長部局、交通局、水道局及び病院局の総計）

２０１５年度 ２０１６ ２０１７ ２０１８（Ａ） ２０１９（Ｂ） 前年比較
（Ｂ－Ａ）

件数 契約金額 件数 契約金額 件数 契約金額 件数 契約金額 件数 契約金額 件数 契約金額
競争入札 １，３１１ ８５，８１６ １，２６４ ７３，３４０ １，３７０ ９９，３５３ １，２３４ ９１，２６４ １，１９９ ９３，７２０ ▲３５ ２，４５６
一般競争入札（ＷＴＯ） ４ ５，３９６ ０ ０ ２ ８，６３７ １ ２，５５９ ※１ ２，１２０ ０ ▲４３９
制限付一般競争入札 １，３０７ ８０，４２０ １，２６４ ７３，３４０ １，３６８ ９０，７１７ １，２３３ ８８，７０６ １，１９８ ９１，６００ ▲３５ ２，８９４
一般案件 １，０４１ ５７，３７９ ９７３ ４９，８６５ １，０４４ ６２，１８３ ８９７ ６１，６９９ ８７６ ６２，９８０ ▲２１ １，２８１
成績重視型 １９０ １５，１１２ １６５ １２，６５０ １８２ １６，４２６ １４６ １４，９３９ １２２ １３，１０８ ▲２４ ▲１，８３１
総合評価方式 ７６ ７，９３０ １２６ １０，８２５ １４２ １２，１０８ １９０ １２，０６８ ２００ １５，５１２ １０ ３，４４４

随意契約 １７１ １，８４０ １５７ ３，０４２ １８８ ３，００１ １８５ ２，４４４ １８０ ５，７７４ ▲５ ３，３３０
見積合せ １２５ １６０ １０２ １４２ １３０ １７６ １３４ ３６０ １１０ １９０ ▲２４ ▲１７０
特定 ４６ １，６７９ ５５ ２，９００ ５８ ２，８２５ ５１ ２，０８４ ７０ ５，５８４ １９ ３，５００

合計 １，４８２ ８７，６５６ １，４２１ ７６，３８２ １，５５８ １０２，３５４ １，４１９ ９３，７０８ １，３７９ ９９，４９４ ▲４０ ５，７８６
総合評価方式が合計に占める割合（％） ５．１ ９．０ ８．９ １４．２ ９．１ １１．８ １３．４ １２．９ １４．５ １５．６ ─ ─
注 １：契約金額は、当初の契約金額を集計したもの。
注 ２：各数値ごとに四捨五入しているため、合計値が一致しないことがある。
注 ３：「一般案件」とは、制限付一般競争入札のうち、成績重視型及び総合評価方式を除いたもの。
注 ４：指名競争入札は、現在、本市では実施していない。
注 ５：�※令和元〔２０１９〕年度に発注した詳細設計付工事の一般競争入札（ＷＴＯ）案件については、上記の集計対象に含んでいない。（「清田区

里塚地区市街地復旧工事」・契約金額３，７０６百万円）．
出所：札幌市作成資料（「工事等発注状況」）より。

単位：件、百万円

２０１５年度 ２０１６年度 ２０１７年度 ２０１８年度 ２０１９年度

件数
契約
金額

件数
契約
金額

件数
契約
金額

件数
契約
金額

件数
契約
金額

ａ．人材育成型 ６ ７８５ １１ ８２９ ８ ６８８ １１ ９０７ １０ １，１８５

ｂ．工事計 ７６ ７，９３０ １２６ １０，８２５ １４２ １２，１０８ １９０ １２，０６８ ２００ １５，５１２

ｃ．ａがｂに占
める割合（％）

７．９ ９．９ ８．７ ７．７ ５．６ ５．７ ５．８ ７．５ ５．０ ７．６

注：�紙幅の都合で、人材育成型以外の型式（計画審査型、実績評価Ⅰ・Ⅱ型、地域貢献Ⅰ・Ⅱ型、一括
審査Ⅰ・Ⅱ型）については省略した。

出所：札幌市財政局工事契約担当課作成資料（２０２０年１１月１２日）より作成。

単位：件、百万円
表 2　総合評価落札方式の工事計及びそのうち人材育成型の適用件数及び契約金額の推移
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意見交換をした際に、労働条件の確保（改善）
を目的としたものではないのかという当会から
の質問に対して、品質確保が第一目的であり、
そのために人材育成に力を入れている事業者を
市として評価している、というのが市からの回
答であった。
但し、改正法の趣旨の実現に向けて、入札契
約制度に依らず実現している例として、週休 ２
日試行工事の拡大に発注者として取り組むなど、
労働条件の確保に直接関わる施策も存在する、
とのことであった（その他の、労働条件改善に
関わる施策などは本稿では割愛する）。

◆まとめに代えて

当会は、公契約のあり方が方向付けられ、そ
の根拠条例となる公契約条例が必要であると考
えているが、札幌市では現時点では、公契約条
例が必要であるという認識は示されていない。
但し、地元建設産業の健全な育成、雇用の確
保及び就労環境の向上が市にも意識されている
し（「札幌市工事請負契約に関する基本方針」）、
公契約において適正な賃金の支払いが必要であ
ることなどが現市長によって議会で答弁されて
いる。
総合評価落札方式の拡充や、建設工事現場で
の賃金調査の開始には、そうした札幌市の認識
が反映されていると考える。これらの実態把握

・実証研究が課題である。
公契約領域は得てして労働条件（の引き下げ）
が受注競争の手段として用いられがちである。
総合評価落札方式の導入・拡充などはもちろん
評価されるものであるが、全ての公契約に関わ
る労働条件「確保」「規整」という基本原則は
必要ないのか。引き続き検証を重ねていきたい。

（付記）
前号で紹介した、永山利和先生（日大元教授）
を講師に、当会主催で２０２０年 ９ 月１９日（土）に

開催された、公契約条例に関するオンライン学
習交流会の講演録「公契約条例制定と運用手法
の特性」が公益社団法人北海道地方自治研究所
発行の『北海道自治研究』第６２２号（２０２０年１１
月号）に掲載された。１１月１４日（土）に開催さ
れた第 ２回学習交流会の記録も同誌２０２１年 １ 月
号に掲載予定である。

（かわむら　まさのり　北海学園大学教授）

１　筆者自身は札幌市からのヒアリングの機会と位
置づけているが、意見交換会と記す。
２　札幌市「さっぽろ建設産業活性化プラン」２０２０
年 ５ 月２８日。
http://www.city.sapporo.jp/kensetsu/stn/kense
tsusangyou/kasseikaplan.html
３ 　以上は、「札幌市工事請負契約に係る労働者賃
金実態調査の手引き」より。
４　「プラン」p．９５。なお、前者は、「札幌市の発
注に係る建設工事に関し、市における指導及び建
設業者の取組について定め、もって施工体系の適
正化を図ることを目的とした要綱。」であり、後
者は、「札幌市で工事受注者に対して配布してい
る工事施工に関する留意事項。札幌市建設工事施
工体系適正化指導要綱の周知徹底を図ることが目
的。」との説明が付されていた。
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